
平成３０年８･３１･  

九州地･ 整備局  

･ 国川河川事務所  

･国川で伐採した樹･を無料配布します。

 ･国川河川事務所では、9･~10･の間に･国川の河川内の樹･を洪･対策の･環と

して･部伐採します。 

その際に発･した樹･について、仮置き場までとりに来て下さる･を対象に無料配布を

実施します。 

なお、先着順となり、期間中、数回に分けて搬･を･う予定にしております。

■引取･法：別添『申込書』を提出頂くか、直接電話にて申し込み下さい。 

■申込先 ：中津出張所（中津市外･場２５９９－２４） 

■配布時期：平成30年9･~平成31年1･末･

■仮置場所：中津市･国町宇曽（中津市貯･場） 

＜問い合わせ先＞ 

国･交通省 九州地･整備局 ･国川河川事務所 中津出張所  

電話：０９７９-２２-０１０３  ＦＡＸ：０９７９-２２-０１０４ 

        野瀬（のせ）・･野（ちょうの） 

中津市貯･場

中津市役所･国･所



伐木差し上げます
先着順。無料。取りに来て下さる･に差し上げます。

9･より･国川の河川内の樹･の･部を洪･対策の･環として伐採します。
その際に発･した樹･を引き取って下さる･を募集します。

伐･の引取･法

１．伐･を希望される･は『申込書』中津
出張所へ提出頂くか、電話による連絡をお
願いします。

※申込書は、･国川河川事務所HPに掲載ま
たは、中津出張所に置いてあります。

２．連絡を頂いた際、または申込書を提出
頂いた際に詳細は個別でお伝えします。

３．引取可能時期は、9･5･~1･末･まで
ですが、なくなり次第終了となります。

４．積込運搬は引取希望者が各･で･って
下さい

５．引取場所（中津市･国町宇曽）にて、
引取されて下さい。

留意頂きたい事項

○仮置場は、中津市の貯･場ですので指定範
囲外からの持出は禁･です

○配布量に制限はありませんが、先着順とさ
せて頂きます。

○配布後の伐採･について、当･では･切の
責任を負いません。･度、引き取られた･は
返却も出来ませんのでご理解の上、申し込み
をお願いします。

申し込み・問い合わせ先
国･交通省･国川河川事務所中津出張所
電話：０９７９－２２－０１０３
FAX：０９４９－２２－０１０４
中津市外･場２５９９－２４

樹木仮置場所（ 中津市貯木場）

中津市役所 山国支所

※伐･置き場のイメージです。

軽トラに･･2名で詰めるサイズ（･さ約1.5m）です。



伐木引取申込書

申込年･･ 平成 年 ･ ･

･ 名 印

電話番号 ― ―

申込者住所 市 町

利･･的
□個･使･（例：薪 ）
□その他（ ）
※利･･的については、詳細の記載をお願いします。

希望数量
軽トラック 台分・
伐･ 本

○必要事項を記載の上、中津出張所に持参もしくはＦＡＸにて、
ご提出下さい。

○電話による受付も･っています。

○申込書受付後、担当者より引取の可否等詳細についての連絡を
させて頂きます。その後、引取をお願いします。

○･度、持ち帰られた伐･は返却できません。


